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初版 6 刷（令和 4 年 2 月 15 日） 2 版（令和 4 年 3 月 4 日）

頁 箇所 内　容 頁 箇所 内　容
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初版 6 刷（令和 4 年 2 月 15 日） 2 版（令和 4 年 3 月 4 日）

頁 箇所 内　容 頁 箇所 内　容
5-41 12行目 ５．４　所有者等への報告

　調査者は、建築物の所有者からの依頼を受け
て、現地調査、石綿含有分析機関への調査依頼な
どを行い、現地調査総括票、現地調査個票、石綿
分析結果報告書、その他添付資料をとりまとめた
調査報告書を建築物の所有者等に報告する。
　報告に当たっては、建築物における石綿の健康
影響に関する基礎知識、リスクコミュニケーショ
ンの知識とその実施に関する技術などを踏まえ、
公正中立の立場から、建築物の所有者等の求めに
応じて、丁寧に説明することが重要である。ま
た、調査結果によっては建築物の所有者等に石綿
則や大気汚染防止法に基づく届出等の義務が生じ
ることもある。調査者は、調査の目的を踏まえた
上で、必要な内容を報告する必要がある。
　建築物の所有者等は、建築物の解体・改修を行
う場合は、施工者に調査報告書を開示し、適切に
解体・改修が行われるよう協力しなければならな
い。
　また、改正石綿則（令和３年４月施行）では、
作業計画に従って、写真等による解体・改修作業
の実施状況の記録（湿潤化の状況、マスク等の使
用状況も含む）は、調査を終了した月から３年間
保存することとしているが、建築物等の所有者も
石綿飛散防止対策に責務を有していることから、
解体・改修工事や石綿の除去までではなく、事業
者と同様に調査を終了した月から３年間記録を保
存することが望ましい。
　なお、建築物所有者によっては、石綿含有製品
の基準の変更等により、複数回の調査を余儀なく
されたことが負担になっているとの指摘があるこ
とも調査者は理解しておきたい。
（下線右記に修正）

5-41 12行目 ５．４　所有者等への報告
　調査者は、元請業者等（維持管理のための調査
の場合は、建築物の所有者等）からの依頼を受け
て、書面調査、目視調査、分析調査（分析調査に
ついては、分析機関へ調査依頼することを含む）
などを行い、目視調査総括票、目視調査個票、石
綿分析結果報告書、その他添付資料等をとりまと
めた事前調査報告書を作成する。
　作成された事前調査結果の報告は、石綿則及び
大防法の定めに則り、元請業者等は、調査の目的
を踏まえた上で、当該調査の依頼者に書面で報告
する。
　報告に当たっては、建築物における石綿の健康
影響に関する基礎知識、リスクコミュニケーショ
ンの知識とその実施に関する技術などを踏まえ、
公正中立の立場から、建築物の所有者等の求めに
応じて、丁寧に説明することが重要である。
　また、事前調査結果は、石綿則及び大防法で定
められた報告対象の要件に基づき、元請業者等は
原則電子システムにより、管轄の監督署長及び自
治体に報告しなければならない（令和４年４月１
日施行）。
　建築物の発注者等には大防法の定めにより、事
前調査結果に基づいて作成された特定粉じん排出
等作業届出の義務が生じる。
　建築物の発注者等は、建築物の解体・改修を行
う場合は、施工者に調査に必要な情報を開示し、
適切に解体・改修が行われるよう協力しなければ
ならない。
　石綿則及び大防法では、解体・改修工事の事業
者は、事前調査の結果の記録を３年間保存しなけ
ればならない。また、事前調査を実施した調査者
は、事前調査の結果の記録を３年間保存すること
が望ましい。
　加えて、石綿則では、事前調査の結果の概要を
40年間保存しなければならない。
　建築物の所有者には法律上の保管義務はない
が、石綿飛散防止対策に責務を有していることか
ら、解体・改修工事や石綿の除去等の工事が終了
するまでではなく、施工者と同様に３年間保存す
ることが望ましい。

巻末資料
5-7

17行目 （右記追加） 巻末資料
5-7

17行目 　 （事前調査の結果等の報告）
第 ４条の２　事業者は、次のいずれかの工事を行

おうとするときは、あらかじめ、電子情報処理
組織（厚生労働省の使用に係る電子計算機と、
この項の規定による報告を行う者の使用に係る
電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情
報処理組織をいう。）を使用して、次項に掲げ
る事項を所轄労働基準監督署長に報告しなけれ
ばならない。

　１ 　建築物の解体工事（当該工事に係る部分の
床面積の合計が80平方メートル以上であるも
のに限る。）

　２ 　建築物の改修工事（当該工事の請負代金の
額が100万円以上であるものに限る。）
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頁 箇所 内　容 頁 箇所 内　容
　３ 　工作物（石綿等が使用されているおそれが

高いものとして厚生労働大臣が定めるものに
限る。）の解体工事又は改修工事（当該工事
の請負代金の額が100万円以上であるものに限
る。）

　４ 　船舶（総トン数20t以上の船舶に限る。）の
解体工事又は改修工事

２ 　前項の規定により報告しなければならない事
項は、次に掲げるもの（第３条第３項第３号か
ら第８号までの場合においては、第１号から第
４号までに掲げるものに限る。）とする。

　１ 　第３条第５項第１号から第４号までに掲げ
る事項及び労働保険番号

　２　解体工事又は改修工事の実施期間
　３ 　前項第１号に掲げる工事にあっては、当該

工事の対象となる建築物（当該工事に係る部
分に限る。）の床面積の合計

　４ 　前項第２号又は第３号に掲げる工事にあっ
ては、当該工事に係る請負代金の額

　５ 　第３条第５項第５号及び第８号に掲げる事
項の概要

　６ 　前条第１項に規定する作業を行う場合に
あっては、当該作業に係る石綿作業主任者の
氏名

　７ 　材料ごとの切断等の作業（石綿を含有する
材料に係る作業に限る。）の有無並びに当該
作業における石綿等の粉じんの発散を防止
し、又は抑制する方法及び当該作業を行う労
働者への石綿等の粉じんのばく露を防止する
方法

３ 　第１項の規定による報告は、様式第１号によ
る報告書を所轄労働基準監督署長に提出するこ
とをもって代えることができる。

４ 　第１項各号に掲げる工事を同一の事業者が２
以上の契約に分割して請け負う場合において
は、これを１の契約で請け負ったものとみなし
て、同項の規定を適用する。

５ 　第１項各号に掲げる工事の一部を請負人に請
け負わせている事業者（当該仕事の一部を請け
負わせる契約が２以上あるため、その者が２以
上あることとなるときは、当該請負契約のうち
の最も先次の請負契約における注文者とす
る。）があるときは、当該仕事の作業の全部に
ついて、当該事業者が同項の規定による報告を
行わなければならない。

　（作業の届出）
第 ５条　事業者は、次に掲げる作業を行うとき

は、あらかじめ、様式第１号の２による届書に
当該作業に係る解体等対象建築物等の概要を示
す図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出
しなければならない。

　１  　解体等対象建築物等に吹き付けられている
石綿等（石綿等が使用されている仕上げ用塗
り材（第６条の３において「石綿含有仕上げ
塗材」という。）を除く。）の除去、封じ込
め又は囲い込みの作業
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頁 箇所 内　容 頁 箇所 内　容
　２  　解体等対象建築物等に張り付けられている

石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材
（耐火性能を有する被覆材をいう。）等（以
下「石綿含有保温材等」という。）の除去、
封じ込め又は囲い込みの作業（石綿等の粉じ
んを著しく発散するおそれがあるものに限
る。）

２ 　前項の規定は、法第88 条第３項の規定による
届出をする場合にあっては、適用しない。


